
 特別な教育的支援を必要とする
児童生徒のための支援体制の整備
　　　　「校内委員会の役割と相談支援体制について」

　 平成18年6月
新潟県教育委員会



校内委員会の活動例
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　　　校内委員会
　 特別支援教育推進員
  「個別の指導計画」
　「個別の教育支援計画」

　　　担任による実態把握
　　　「困難な状況」
　　　「児童生徒のニーズ」

実態把握票の活用

○支援のねらいを明確にする。
   ・緊急を要するもの
　 ・積み重ねるもの
○いつ
○だれが
○どのような形で
○どのような内容で
○必要な検査
○評価の期間
○相談を依頼するかの判断  等

全教職員の共通理解

　学級担任、特別支援教育推
  進員、全教職員による支援
 
 「個別の指導計画」による支援
 「校内研修」

専門相談員・専門家チームのアド
バイス（必要な場合）

保護者面談・共通理解

評価（児童生徒にかかわるもの）
全教職員の共通理解

相談員、保護者への経過報告

「個別の指導計画」の加除、修正

 次年度への確実な引き継ぎ

保護者面談・共通理解

全教職員の共通理解

◎校内委員会の役割
　　○特別な教育的支援が必要な児童生徒の実態把握（資料の収集、諸検査の
　　  必要性の検討）
　 ○「個別の指導計画」「個別の教育支援計画」の作成
　 ○全教職員の共通理解を図るための校内研修の推進
　 ○全校体制で支援を行うための支援方策の具体化

保護者のニーズ

校内委員会の活動例



上越教育事務所学校支援第２課
中越教育事務所学校支援第１課
下越教育事務所学校支援第１課

　　

②校内委員会
　特別支援教育推進員
　「支援の方法について検討」
　　　　（必ず、行う）

市町村教育委員会（１部）
教育事務所（１部）　③相談依頼票の提出

　    実態把握票の提出

　     教育事務所

　　　　　各学校
　校内委員会
   特別支援教育推進員

　⑦相談実施

○特別支援学校（専門相談員）
○小・中学校（専門相談員）
○専門家チーム

④
相
談
依
頼

   ⑥派遣申請

○特別支援学校（専門相談員）
○小・中学校　（専門相談員）
○専門家チーム

　⑧経過報告

　　　教育事務所　⑧経過報告

旅
費
請
求

書
提
出

　　　教育事務所

①担任やかかわっている
   教員による実態把握
　「実態把握票を用いて実態把握
　 　 を行う。」

　　　 校内委員会
　 　特別支援教育推進員
　「継続的な会議、事例研究等」

緊急の相談を要
する場合

⑤相談員派遣の
　了解

　　　　　各学校
   校内委員会
　 特別支援教育推進員

※上記の対応は、原則的な流れであり、各市町村の実情により、対応が変わることも
　 ある。（例、市町村単独の支援体制が構築されている等）

専門相談員への依頼の手続きと対応について
  ※保護者の同意を原則とする。



①担任等の気付きから実態把握を行う。

「平成15・16年度文部科学省委嘱　特別支援教育推進体制
モデル事業報告書」Ｐ41～を参照。

②校内委員会で実態把握を基に、今後の支援の方法
について検討する。
　
　　　　（相談を依頼する前に、必ず行う）

③相談依頼票と実態把握票・集計票の提出
　
「平成15・16年度文部科学省委嘱　特別支援教育推進体制
モデル事業報告書」Ｐ45、46を参照。
＊平成18年８月末までに市町村教育委員会、事務所に１部
ずつ提出する。これ以降、新たに必要になった場合は、事
務所と個別に相談する。
＊市のセンターや特別支援学校等、近隣の相談機関が利
用できる場合、または市町村の支援体制が構築されている
場合、そちらを利用する。

④相談依頼
　 相談を必要とする学校から依頼があった場合、教育事務
所は、近隣の小・中学校、特別支援学校の所属長と相談員
に相談を依頼する。

⑤相談員派遣の了解
　 相談員の所属長、相談員から了解を得る。

⑥派遣申請
　 学校間で日程等を調整の上、相談を必要とする学校か
ら、相談員の所属長へ派遣申請を出す。旅費については別
途支給（平成18年度文部科学省委嘱特別支援教育体制推
進事業より支出）とする。

⑦相談実施
　相談員は相談を実施する。実施後、旅費請求書、旅行命
令簿を教育事務所に提出する。

⑧経過報告
　  相談を受けた学校より、相談員、事務所に経過を報告する。
  ＊特に様式は定めないが、各学校で工夫のこと。

＊相談員派遣の際の旅費は、平成18年度文部科学省委嘱
特別支援体制推進事業」の予算から支出するので、平成19
年２月末までに派遣を必要とする相談を終了する。

緊急の相談を要する場
合

専門相談員への依頼の手続きと対応について(詳細）




